
経理情報●2019.6.20（No.1548） 4

前年同期比増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）　
　製造業、非製造業ともに増収
売上高は372兆5,204億円で、対前年同期増加率（以下「増加
率」という）は3.0％（前期3.7％）となりました。
業種別にみると、製造業は1.1％（同3.9％）、非製造業は3.7％

（同3.7％）となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）
　製造業は減益、非製造業は増益
　経常利益は22兆2,440億円で、増加率は10.3％（前期△7.0％）
となりました。
　業種別にみると、製造業は△6.3％（同△10.6％）、非製造業
は18.4％（同△4.9％）となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）
　製造業、非製造業ともに増加　
設備投資額は15兆6,763億円で、増加率は6.1％（前期5.7％）と
なりました。業種別にみると、製造業は8.5％（同10.9％）、非製
造業は5.0％（同2.7％）となりました。
なお、ソフトウェア投資額は1兆3,145億円で、増加率は△1.7％

（同8.2％）となり、ソフトウェア投資額を除いた設備投資額は14兆
3,618億円で、増加率は6.9％（同5.5％）となりました。

―平成31年1～3月期調査　

回答法人数 22,926社 （19,308社）
回 答 率 　72.6％     （72.4％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、
企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査してい
るものです。なお、平成20年度調査より、金融業、保険業を含めた調査を実施しています。
以下は令和元年６月３日に発表した平成31年１～３月期の調査結果の概要です。

財務省では、「法人企業統計調査」の公表の早期化を進めています。
そのためには、調査票の早期回収が不可欠ですので、調査の対象となった法人は、必ず提出
期限までに財務省（財務局・財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回平成３１年４～６月期の調査票の提出期限は令和元年８月13日、結果の公表は
令和元年９月２日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業

経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業

設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 30.1-3 4-6 7-9 10-12 31.1-3

（注）　設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。
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会
　
　
計

時
価
算
定
会
計
基
準
の
適
用
時
期
の

延
期
、提
案
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

開
示
規
定
の
構
成
案
、示
さ
れ
る

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、収
益
認
識
専
門
委

去
る
５
月
28
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
０
９
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

時
価
算
定
会
計
基
準
案
に
寄
せ
ら

れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応

前
回
の
親
委
員
会
（
２
０
１
９
年

６
月
１
日
（
№
１
５
４
６
）
情
報
フ

ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）
に
引
き
続
き
、「
時

価
の
算
定
に
関
す
る
会
計
基
準（
案
）」

に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の

対
応
に
つ
い
て
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
第
三
者
か
ら
入
手
し
た
相
場
価

格
の
確
認
手
続（
質
問
５
）

事
務
局
よ
り
、
確
認
手
続
の
例
示

を
示
し
た
時
価
算
定
適
用
指
針
案
42

項
に
つ
い
て
、
例
示
を
盛
り
込
む
案

の
な
か
で
次
の
よ
う
な
修
正
が
示
さ

れ
た
。当

該
第
三
者
か
ら
入
手
し
た
価
格

と
企
業
が
算
定
し
た
推
定
値
と
を
比

較
し
検
討
す
る
。

前
回
の
案
で
は
「
理
論
値
」
と
し

て
い
た
も
の
を
「
推
定
値
」
と
修
正

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、委
員
か
ら
は
、

「
意
図
が
明
確
に
な
っ
た
」
と
の
意

見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
適
用
時
期（
質
問
９
）

適
用
時
期
に
つ
い
て
、
２
０
２
０

年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
の

期
首
と
す
る
当
初
案
か
ら
、
次
の
よ

う
な
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

・
２
０
２
１
年
４
月
１
日
以
後
開
始

す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業

年
度
の
期
首
か
ら
適
用

・
２
０
２
１
年
３
月
末
終
了
年
度
の

年
度
末
か
ら
適
用
で
き
る
規
定
を

削
除

・
２
０
２
０
年
３
月
期
か
ら
の
早
期

適
用
は
可
能
（
変
更
な
し
）

・
第
三
者
か
ら
入
手
し
た
相
場
価
格

の
利
用
に
関
し
て
、
２
０
２
１
年

４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
適
用
す
る
経
過
措
置
を
削

除委
員
か
ら
の
「
さ
ら
に
も
う
１
年

余
裕
を
も
た
せ
る
べ
き
」
と
の
意
見

に
、
事
務
局
か
ら
は
「
可
能
な
限
り

早
く
適
用
し
た
い
。
こ
れ
以
上
の
延

期
は
適
切
で
は
な
い
の
で
は
」
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
検
討

第
86
回
リ
ー
ス
会
計
専
門
委
員

会
（
２
０
１
９
年
６
月
10
日
（
№

１
５
４
７
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

の
議
論
を
も
と
に
、
重
要
性
の
検
討

に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
の
少

額
基
準
の
例
外
的
取
扱
い
は
、
リ
ー

ス
基
準
固
有
の
も
の
か
」
と
い
う
質

問
に
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
は
原
則
主
義
で
、

他
の
基
準
に
は
な
い
。
公
開
草
案
の

コ
メ
ン
ト
で
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

へ
の
懸
念
が
多
く
出
さ
れ
た
結
果
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

去
る
５
月
30
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
96
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
１
９
年
５
月
10
日
・

20
日
号（
№
１
５
４
５
）情
報
フ
ラ
ッ

シ
ュ
参
照
）
に
引
き
続
き
、
開
示
・

表
示
に
関
す
る
事
項
の
検
討
が
行
わ

れ
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

開
示
規
定
の
構
成

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
注
記

事
項
に
つ
い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
と
同
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社
外
役
員
と
は
、
一
般
に
株
式
会

社
の
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
で
会
社

法
の
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
た
者

を
い
う
。

参
考
ま
で
に
取
締
役
お
よ
び
監
査

役
の
社
外
要
件
と
し
て
は
、
会
社
法

２
条
15
号
お
よ
び
16
号
に
定
義
が
あ

り
、
要
約
す
る
と
「
当
該
株
式
会
社

ま
た
は
そ
の
子
会
社
の
業
務
執
行
取

締
役
も
し
く
は
執
行
役
ま
た
は
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
で
な
く
、
か
つ
、

過
去
10
年
内
に
当
該
株
式
会
社
ま
た

は
そ
の
子
会
社
の
業
務
執
行
役
員
も

し
く
は
執
行
役
ま
た
は
支
配
人
そ
の

他
の
使
用
人
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い

も
の
」
と
あ
る
（
定
義
の
詳
細
は
会

社
法
条
文
参
照
の
こ
と
）。
会
社
法

は
、
社
外
で
あ
る
こ
と
の
要
件
は
規

定
し
て
い
る
が
、
常
勤
か
非
常
勤
か

に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。

社
外
役
員
は
、
多
く
の
場
合
非
常

勤
で
あ
り
原
則
と
し
て
取
締
役
会
、

監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
、
監
査

委
員
会
（
以
下
、「
取
締
役
会
等
」

と
い
う
）
が
開
催
さ
れ
る
場
合
に
会

社
に
出
向
く
こ
と
に
な
る
。
社
外
役

員
制
度
を
会
社
法
が
導
入
し
た
目
的

は
、
会
社
の
重
要
な
意
思
決
定
に
際

し
社
外
の
立
場
で
意
見
を
述
べ
る
こ

と
で
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明

性
を
確
保
す
る
こ
と
が
第
一
義
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
業
務
執
行
者
が
適

正
に
業
務
を
行
っ
て
い
る
か
監
視
す

る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

最
近
は
、
大
型
の
企
業
不
祥
事
が

時
折
発
覚
す
る
こ
と
か
ら
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
が
叫

ば
れ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
社

外
役
員
の
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
、
現
在
の
社
外
役
員
制
度

の
運
用
に
つ
い
て
は
、
課
題
が
山
積

し
て
い
る
こ
と
も
現
実
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
２
つ
に
つ
い

て
論
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
１
つ
目
の
課
題
は
、
取
締

役
会
等
に
議
題
と
し
て
上
程
（
報
告

事
項
を
含
む
）
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
ど
れ
だ
け
社
外
役
員
と
し
て
意
見

が
述
べ
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
会
社
法

が
定
義
し
て
い
る
社
外
要
件
か
ら
推

察
す
る
に
、
社
外
役
員
は
お
お
む
ね

当
該
会
社
の
業
務
に
関
し
て
は
素
人

で
あ
る
場
合
が
多
い
。
も
う
少
し
砕

け
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、「
素

人
が
何
を
言
う
か
」
と
一
蹴
さ
れ
て

し
ま
う
リ
ス
ク
を
感
じ
た
と
き
、
ど

ん
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

か
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
「
素
人
が

何
を
言
う
か
」
と
い
う
感
覚
は
意
思

決
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
と
い
う
観

点
か
ら
重
要
な
問
題
と
感
じ
て
い

る
。
素
人
が
感
じ
た
疑
問
に
対
し
て

説
得
力
あ
る
説
明
が
で
き
て
は
じ
め

て
、
業
務
執
行
者
と
し
て
の
説
明
責

任
が
果
た
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
意
味
で
重
要
と
考
え

て
い
る
。
社
外
役
員
の
皆
さ
ん
は
自

分
の
感
性
で
ど
ん
ど
ん
意
見
を
発
す

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
業
務

執
行
者
に
考
え
る
機
会
と
緊
張
感
を

与
え
、
結
果
と
し
て
意
思
決
定
プ
ロ

セ
ス
の
透
明
性
に
繋
が
る
こ
と
に
な

る
。２

つ
目
は
、
非
常
に
難
し
い
課
題

で
あ
る
が
、
取
締
役
会
等
に
上
程
さ

れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
話
題
に
す

ら
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
な
か
に
、

い
わ
ゆ
る
不
祥
事
に
絡
む
よ
う
な
問

題
が
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の

課
題
を
解
決
す
る
可
能
性
の
あ
る
も

の
が
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
適
正
な

運
用
の
定
着
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

こ
で
の
内
部
統
制
は
、
財
務
報
告
目

的
だ
け
で
は
な
く
会
社
業
務
全
般
に

わ
た
る
内
部
統
制
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
全
社
的
な
リ
ス
ク
評
価
が
必

要
と
な
る
。
以
前
当
欄
（
２
０
１
９

年
４
月
10
日
号
（
№
１
５
４
２
））
で

書
い
た
よ
う
に
内
部
統
制
の
運
用
に

は
ま
だ
課
題
が
あ
る
。
社
外
役
員
の

感
性
や
常
識
で
「
わ
か
ら
な
い
も
の

を
わ
か
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と

い
う
声
を
多
く
発
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

社
外
役
員
は
何
を
求
め
ら
れ
る
か

公
認
会
計
士 

手
塚　

仙
夫

会
計・監
査

カ
ナ
メ
の
要

様
の
項
目
を
含
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
の
開
示
規
定
を

ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
構
成
し
直
し
た
事

務
局
案
が
示
さ
れ
た
（
図
表
）。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
事
務
局
案

の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
」
と
多
く

の
賛
意
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
専
門

委
員
か
ら
の
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
で
は

『
顧
客
と
の
契
約
』
と
『
本
基
準
の

適
用
に
お
け
る
重
要
な
判
断
』
に
分

（図表）　IFRS15号の開示規定と事務局提案との関係
事務局の提案

⑴　収益の分解情報

⑵　収益を理解するための基礎となる情報

　⒜　契約に関する情報（ステップ２）

　　ⅰ　財又はサービスの性質
　　　①　返品及び返金並びにその他の類似の義務
　　　②　製品保証及び関連する義務の種類
　　ⅱ　重大な支払条件

　⒝　取引価格の算定に関する情報（ステップ３）

　　①　取引価格の算定
　　②　変動対価の見積りが制限されるかどうかの評価
　　③　返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務の測定

　⒞　　履行義務への配分額の算定に関する情報（ステップ４）

　　①　取引価格の配分

　⒟　　履行義務の充足時点に関する情報（ステップ５）

　　①　履行義務を充足する通常の時点
　　②　履行義務の充足の時期の決定

⑶　当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

　⒜　契約残高に関する情報

　⒝　残存履行義務に配分した取引価格に関する情報

IFRS15号の開示規定
顧客との契約（IFRS15.113-122）

収益の分解情報（IFRS15.114,115）

契約残高（IFRS15.116-118）

履行義務（IFRS15.119）

履行義務を充足する通常の時点
重大な支払条件
財又はサービスの内容
返品及び返金並びにその他の類似の義務
製品保証及び関連する義務の種類

残存履行義務に配分した取引価格（IFRS15.120-122）

本基準の適用における重要な判断（IFRS15.123-126）

履行義務の充足の時期の決定（IFRS15.123-125）

取引価格及び履行義務への配分額の算定（IFRS15.126）

取引価格の算定（変動対価の見積り）
変動対価の見積りが制限されるかどうかの評価
取引価格の配分
返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務の測定
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か
れ
て
い
る
が
、
事
務
局
案
で
は
混

在
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ

て
し
ま
わ
な
い
か
」
と
の
質
問
に
、

事
務
局
か
ら
は
「
欧
米
の
開
示
で
は

両
者
を
あ
わ
せ
て
書
い
て
あ
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

収
益
の
分
解
情
報

事
務
局
よ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
Ｂ

88
項
、
Ｂ
89
項
で
示
さ
れ
て
い
る
考

慮
事
項
や
適
切
で
あ
る
可
能
性
の
あ

る
区
分
の
例
を
、
日
本
基
準
に
含

め
る
こ
と
を
前
提
に
、
収
益
お
よ
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ・
フ
ロ
ー
の
性
質
、金
額
、

時
期
お
よ
び
不
確
実
性
に
影
響
を
及

ぼ
す
要
因
を
考
慮
し
て
収
益
の
分
解

を
行
う
旨
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
の
、「
明
示
さ
れ
て
い

る
区
分
例
か
ら
簡
単
に
で
き
そ
う
な

も
の
を
選
ん
で
開
示
し
よ
う
と
い
う

企
業
も
あ
る
の
で
は
」
と
の
意
見
に

事
務
局
は
「
利
用
者
の
有
用
性
と
い

う
開
示
の
目
的
を
し
っ
か
り
記
載
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
」と
回
答
し
た
。

収
益
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
と

な
る
情
報

事
務
局
よ
り
、
次
の
よ
う
な
文
案

が
示
さ
れ
た
。

会
計
基
準

X　
収
益
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎

と
な
る
情
報

１　

顧
客
と
の
契
約
が
財
務
諸
表

に
表
示
さ
れ
て
い
る
項
目
及
び

他
の
注
記
事
項
と
ど
の
よ
う
に

関
連
し
て
い
る
の
か
を
示
す
基

礎
と
な
る
情
報
と
し
て
、
次
の

情
報
を
注
記
す
る
こ
と
を
検
討

す
る
。

（
以
下
、
略
）

専
門
委
員
か
ら
の
「
基
準
の
文
章

で
『
検
討
す
る
』
と
あ
る
の
に
違
和

感
」
と
い
う
意
見
に
、
事
務
局
か
ら

「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
な
い
の
で
、

『
検
討
す
る
』
と
な
っ
て
し
ま
う
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
他
の
専
門
委

員
か
ら
も
、「
検
討
項
目
を
箇
条
書

き
に
し
て
は
」
な
ど
の
意
見
が
聞
か

れ
た
。

会
　
　
計

「
会
計
上
の
見
積
り
の
開
示
に
関
す
る

会
計
基
準
」等
の
文
案
、示
さ
れ
る

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
専
門
委

会
　
　
計

Ｇ
Ｃ
会
計
基
準
の
文
案
に
つ
い
て
検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

去
る
５
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
24
回
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

見
積
り
の
不
確
実
性
の
発
生
要
因

事
務
局
か
ら
以
下
の
提
案
が
あ

り
、
新
た
に
開
発
す
る
会
計
基
準
の

文
案
お
よ
び
企
業
会
計
基
準
12
号

「
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計

基
準
」
の
改
正
案
が
示
さ
れ
た
。

⑴　
注
記
と
し
て
開
示
す
る
金
額
が

会
計
上
の
見
積
り
に
よ
る
も
の

開
発
中
の
会
計
基
準
の
結
論
の
背

景
に
、「
注
記
と
し
て
開
示
す
る
金

額
が
会
計
上
の
見
積
り
に
よ
る
も

の
」
は
開
示
対
象
か
ら
除
外
す
る
旨

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
開
示
目
的

の
１
つ
に
、「
翌
年
度
以
降
の
財
務

諸
表
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
高
い
資
産
及
び
負
債
や
収
益
及

び
費
用
を
識
別
し
て
示
す
こ
と
」
と

い
う
記
述
を
含
め
る
。

⑵　
識
別
さ
れ
た
項
目
が
前
年
度
と

異
な
る
場
合
の
取
扱
い

開
発
中
の
会
計
基
準
に
お
い
て
、

前
年
度
に
開
示
目
的
に
基
づ
き
識
別

し
て
い
な
い
資
産
お
よ
び
負
債
や
収

益
お
よ
び
費
用
な
ら
び
に
偶
発
事
象

を
当
年
度
に
新
た
に
識
別
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
を
注
記
す
る
。

⑶　
開
発
す
る
会
計
基
準
の
種
類

新
た
な
企
業
会
計
基
準
を
開
発

し
、
そ
の
名
称
を
「
会
計
上
の
見
積

り
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基
準
」
と

す
る
。

⑷　
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
取
扱

い連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る

企
業
の
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
見

積
り
の
開
示
に
つ
い
て
、
連
結
財
務

諸
表
と
個
別
財
務
諸
表
で
取
扱
い
を

分
け
る
こ
と
は
し
な
い
。

⑸　
四
半
期
財
務
諸
表
に
お
け
る
取

扱
い

見
積
り
の
開
示
の
四
半
期
財
務
諸

表
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
、
前

年
度
の
財
務
諸
表
に
お
い
て
開
示
目

的
に
基
づ
き
識
別
し
て
い
な
い
資
産

お
よ
び
負
債
や
収
益
お
よ
び
費
用
な

ら
び
に
偶
発
事
象
を
当
四
半
期
に
新

た
に
識
別
し
た
場
合
、
新
た
に
識
別

し
た
資
産
お
よ
び
負
債
や
収
益
お
よ

び
費
用
の
四
半
期
財
務
諸
表
に
お
け

る
表
示
科
目
の
名
称
お
よ
び
新
た
に

識
別
し
た
旨
、
ま
た
、
新
た
に
識
別

し
た
偶
発
事
象
に
つ
い
て
、
そ
の
旨

を
注
記
す
る
こ
と
を
企
業
会
計
基
準

12
号
19
項
お
よ
び
25
項
の
直
後
に
記

述
す
る
。

関
連
す
る
会
計
基
準
等
の
定
め
が

明
ら
か
で
な
い
場
合
に
採
用
し
た

会
計
処
理
の
原
則
お
よ
び
手
続

事
務
局
か
ら
以
下
の
提
案
が
あ

り
、
企
業
会
計
基
準
24
号
「
会
計
上

の
変
更
及
び
誤
謬
の
訂
正
に
関
す
る

会
計
基
準
」の
改
正
案
が
示
さ
れ
た
。

⑴　
開
発
す
る
会
計
基
準
の
種
類

企
業
会
計
基
準
24
号
を
改
正
し
、

名
称
を
「
会
計
方
針
の
開
示
、
会
計

上
の
変
更
及
び
誤
謬
の
訂
正
に
関
す

る
会
計
基
準
」
と
す
る
。

⑵　
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
取
扱

い連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る

企
業
の
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る

「
関
連
す
る
会
計
基
準
等
の
定
め
が

明
ら
か
で
な
い
場
合
に
採
用
し
た
会

計
処
理
の
原
則
お
よ
び
手
続
」
を
含

め
た
会
計
方
針
の
開
示
に
つ
い
て
、

連
結
財
務
諸
表
と
個
別
財
務
諸
表
で

取
扱
い
を
分
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑶　
四
半
期
財
務
諸
表
に
お
け
る
取

扱
い

四
半
期
財
務
諸
表
に
お
け
る
「
関

連
す
る
会
計
基
準
等
の
定
め
が
明
ら

か
で
な
い
場
合
に
採
用
し
た
会
計
処

理
の
原
則
お
よ
び
手
続
」
の
開
示
の

取
扱
い
に
つ
い
て
、特
段
定
め
な
い
。

去
る
５
月
27
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
２
４
回
実
務
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
１
９
年
６
月
１
日
号

（
№
１
５
４
６
）
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ

参
照
）、
文
案
が
示
さ
れ
、
専
門
委

員
か
ら
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
今
回
、
当
該

意
見
へ
の
対
応
と
し
て
一
部
修
正
さ

れ
た
基
準
案
が
示
さ
れ
た
。
主
な
修
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会
　
　
計

の
れ
ん
と
減
損
、年
後
半
の
Ｄ
Ｐ
公
表

に
向
け
議
論
続
く
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

正
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
計
基
準
の
名
称

会
計
基
準
の
名
称
と
し
て
、「
継

続
企
業
の
前
提
に
基
づ
く
財
務
諸
表

の
作
成
の
適
否
に
関
す
る
会
計
基

準
」
が
事
務
局
よ
り
提
案
さ
れ
た
。

「
企
業
」
と
い
う
用
語

前
回
、「『
企
業
』
と
い
う
文
言
が

使
用
さ
れ
て
い
る
が
、『
会
社
』、『
株

式
会
社
』
と
表
現
さ
れ
て
い
る
会
計

基
準
も
あ
り
、
使
用
方
針
を
明
確
に

し
て
ほ
し
い
」
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
す
べ
て
の
企
業
に
適

用
す
る
」
と
い
う
範
囲
に
関
す
る
定

め
の
削
除
に
伴
い
、「
企
業
」
と
い

う
文
言
も
削
除
さ
れ
た
。

「
会
計
処
理
」
と
い
う
見
出
し

前
回
、「『
会
計
処
理
』
と
い
う
見

出
し
は
規
定
内
容
と
不
整
合
で
、
見

直
す
べ
き
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

今
回
、
こ
の
意
見
へ
の
対
応
と
し

て
、見
出
し
を「
会
計
処
理
」か
ら「
会

計
上
の
取
扱
い
」
に
変
更
さ
れ
た
。

「
経
営
者
」
の
定
義

前
回
、「『
経
営
者
』
と
い
う
用
語

が
従
来
の
会
計
基
準
で
は
あ
ま
り
用

い
ら
れ
て
お
ら
ず
、定
義
が
不
明
確
」

と
の
意
見
が
あ
が
っ
た
。

今
回
、「
経
営
者
」
と
い
う
用
語

が
削
除
さ
れ
た
。そ
の
理
由
と
し
て
、

評
価
を
行
う
主
体
は
「
経
営
者
」
に

限
定
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
た
。

従
来
の
実
務
へ
の
影
響

前
回
、「
評
価
の
具
体
的
な
方
法

が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
の
監
査

上
の
取
扱
い
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
き

た
実
務
が
変
化
し
な
い
旨
を
明
確
化

し
て
欲
し
い
」
と
の
要
望
が
あ
が
っ

た
。こ

の
要
望
を
受
け
て
、
結
論
の
背

景
に
お
い
て
、「
本
会
計
基
準
は
、

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
従
来
の

実
務
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
」
旨
が
記
載
さ
れ
た
。

去
る
５
月
30
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
84
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
主
に
、
５

月
に
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー
ド

会
議
に
お
け
る
、
の
れ
ん
お
よ
び
減

損
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
議
論
の
動
向
が

報
告
さ
れ
た
。

企
業
結
合
に
関
す
る
よ
り
よ
い
開
示

前
回
（
２
０
１
９
年
６
月
１
日
号

（
№
１
５
４
６
）
情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ

参
照
）
の
会
議
で
は
企
業
結
合
に
つ

い
て
の
よ
り
よ
い
開
示
を
目
指
す
べ

く
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
「
企
業
結
合
」

の
開
示
目
的
お
よ
び
開
示
要
求
の
改

善
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
こ
こ

で
出
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
対

応
し
て
、
さ
ら
な
る
論
点
の
追
加
を

行
い
、
検
討
が
な
さ
れ
た
。

⑴　
企
業
結
合
の
主
要
な
目
的
の
達

成
度
に
関
す
る
開
示
を
要
求
す
る

対
象
→
企
業
結
合
の
事
後
の
業
績

に
関
す
る
情
報
の
開
示
の
対
象
の

決
定
は
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｍ
（
最
高
意
思
決

定
者
）
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
。

⑵　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
の
現
行
の
開
示

要
求
の
的
を
絞
っ
た
改
善
→

①　

い
わ
ゆ
る
プ
ロ
フ
ォ
ー
マ
情

報
に
関
す
る
要
求
に
つ
い
て
は

削
除
。
そ
の
他
開
示
要
求
の
削

除
の
候
補
を
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
公
表

す
る
Ｄ
Ｐ
に
含
め
て
意
見
を
求

め
る
。

②　
ボ
イ
ラ
ー
プ
レ
ー
ト
の
情
報
、

不
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る

状
況
を
制
限
す
る
た
め
に
、
提

供
さ
れ
る
開
示
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３

号
の
開
示
目
的
を
達
成
す
る
十

分
性
の
検
討
お
よ
び
十
分
で
な

い
場
合
に
追
加
情
報
提
供
す
る

こ
と
を
求
め
る
「
包
括
的
な

（catch-all

）」
開
示
要
求
を
新

た
に
設
定
す
る
。　

強
制
的
な
年
次
の
定
量
的
な
減
損

テ
ス
ト
の
免
除

次
の
論
点
が
議
論
さ
れ
た
。

⑴　
の
れ
ん
を
含
む
資
金
生
成
単
位

（
Ｃ
Ｇ
Ｕ
）
の
強
制
的
な
年
次
の
定

量
的
な
減
損
テ
ス
ト
を
免
除
す
る

か
。

⑵　
⑴
の
免
除
を
、
耐
用
年
数
を
確

定
で
き
な
い
無
形
資
産
お
よ
び
い

ま
だ
使
用
可
能
で
な
い
無
形
資
産

に
も
適
用
す
る
か
。

検
討
さ
れ
た
論
点
に
対
し
て
、
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
か
ら
次
の
提
案
が

さ
れ
た
。

⑴　
減
損
の
兆
候
が
存
在
し
な
い
場

合
で
も
、
の
れ
ん
の
定
量
的
な
減

損
テ
ス
ト
を
年
次
で
実
施
す
る
こ

と
の
要
求
事
項
を
削
除
す
る
。

⑵　
耐
用
年
数
を
確
定
で
き
な
い
無

形
資
産
お
よ
び
い
ま
だ
使
用
可
能

で
は
な
い
無
形
資
産
に
対
し
て
も
、

の
れ
ん
と
同
様
の
免
除
を
適
用
す

る
。

ボ
ー
ド
会
議
で
は
、
前
回
の
議
論

で
も
重
要
視
さ
れ
た
「（
減
損
損
失

の
認
識
が
）
少
な
す
ぎ
る
、
遅
す
ぎ

る
（too little , too late

）」
か

ら
始
ま
っ
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣

旨
に
逆
行
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
多

く
出
た
。

国
際
会
計

概
念
Ｆ
Ｗ
を
参
照
し
た
企
業
結
合
の

修
正
の
公
開
草
案
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
５
月
30
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

公
開
草
案
「
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
へ
の
参
照
―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
の

修
正
案
」（Reference to the 

Conceptual Fram
ew

ork 

― 
Proposed am

en
dm

en
ts to 

IFRS3

）（
以
下
、「
本
公
開
草
案
」

と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

修
正
の
概
要

本
公
開
草
案
は
、
２
０
１
８
年
５

月
に
公
表
さ
れ
た
財
務
報
告
の
概
念

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（Conceptual 

Fram
ew

o
rk fo

r Fin
an

cial 
Reporting

）（
以
下
、「
２
０
１
８

年
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
と
い
う
）
に

お
い
て
資
産
お
よ
び
負
債
の
範
囲
が

拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
企
業

結
合
時
に
取
得
企
業
に
よ
っ
て
認
識

さ
れ
る
被
取
得
企
業
の
資
産
お
よ
び

負
債
の
範
囲
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

３
号
の
規
定
を
図
表
の
と
お
り
修
正

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。



経理情報●2019.6.20（No.1548） 8

コ
メ
ン
ト
期
限
等

通
例
ど
お
り
修
正
の
発
効
日
は
提

案
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
公
開
草
案
の

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
９
年
９
月

27
日
で
あ
る
。

（図表）　本公開草案の修正点	 	
提案されている修正 修正の理由・期待される効果

修正１
2018年フレームワーク公表後もIFRS3号におい
て維持されていた1989年版フレームワークへの
参照を、2018年フレームワークに置き換える

・2018年フレームワークとIFRS3号の整合性が向上する
・企業結合時に取得企業が認識すべき資産および負債は

2018年フレームワークに基づいて決定することが原則とな
る

修正２

IFRS3号の認識の原則に例外を設け、企業結合
時における負債および偶発負債の認識はIAS37
号「引当金、偶発負債及び偶発資産」または
IFRIC21号「賦課金」に基づいて実施する

・修正１で導入される原則によって生じる可能性がある当初
認識後の損益(day 2 losses and gains)を排除する

・企業結合時に認識される負債および偶発負債の認識は現
行のIFRS3号と同一となる

修正３ 偶発資産の認識を禁止する記述をIFRS3号の結
論の根拠から基準書本文に移す ・偶発資産の認識の禁止をより明示的にする

国
際
会
計

非
営
利
企
業
に
の
れ
ん
の
償
却
の
選

択
肢
を
広
げ
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
５
月
30
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
９
―
06
「
無
形
固
定
資
産
―

の
れ
ん
お
よ
び
そ
の
他
（
ト
ピ
ッ
ク

350
）、
企
業
結
合
（
ト
ピ
ッ
ク
805
）、
非

営
利
企
業
（
ト
ピ
ッ
ク
958
）
―
の
れ
ん

と
特
定
の
識
別
可
能
な
無
形
固
定
資

産
に
関
す
る
非
公
開
企
業
の
会
計
的

選
択
肢
の
非
営
利
企
業
へ
の
拡
大
」（
以

下
、「
Ａ
Ｓ
Ｕ
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
で
は
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

が
の
れ
ん
に
関
す
る
費
用
と
会
計

の
複
雑
性
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
、

２
０
１
４
年
に
発
行
し
た
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
４
―
02
「
無
形
固
定
資
産
―

の
れ
ん
お
よ
び
そ
の
他
（
ト
ピ
ッ
ク

350
）
―
の
れ
ん
の
会
計
」
と
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
４
―
18「
企
業
結
合（
ト
ピ
ッ

ク
805
）
―
企
業
結
合
で
の
識
別
可
能

な
無
形
固
定
資
産
の
会
計
」
で
非
公

開
企
業
に
認
め
た
会
計
的
選
択
を
、

非
営
利
企
業
（not-for-profit-

entities

）
に
拡
大
し
た
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
４

―
02
で
は
、非
公
開
企
業
に
対
し
て
、

の
れ
ん
を
10
年
（
よ
り
短
期
間
の
耐

用
年
数
が
適
切
で
あ
る
と
企
業
が
立

証
し
た
場
合
に
は
10
年
未
満
）
定
額

償
却
し
、
の
れ
ん
の
減
損
の
兆
候
が

あ
る
場
合
の
み
、
減
損
テ
ス
ト
を
実

施
す
る
（
年
１
回
の
減
損
テ
ス
ト
は

実
施
し
な
い
）
会
計
方
針
の
選
択
を

認
め
て
い
る
。

ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
４
―
18
で

は
、
企
業
結
合
に
よ
り
取
得
し
識
別

可
能
と
さ
れ
た
無
形
固
定
資
産
の
う

ち
、「
他
の
資
産
か
ら
独
立
し
て
売
却

ま
た
は
許
諾
す
る
能
力
の
な
い
顧
客

関
連
の
無
形
固
定
資
産
」と
「
非
競
争

（noncom
petition

）
契
約
」
に

つ
い
て
は
、
の
れ
ん
に
含
め
、
償
却
す

る
会
計
方
針
の
選
択
を
認
め
て
い
た
。

な
お
、
会
計
的
選
択
肢
の
拡
大
は

非
営
利
企
業
に
つ
い
て
で
あ
り
、
公

開
事
業
企
業
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

適
用
関
係

ト
ピ
ッ
ク
805
の
会
計
的
選
択
肢
を

選
択
し
た
非
営
利
企
業
は
、
ト
ピ
ッ

ク
350
の
会
計
的
選
択
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
ト
ピ
ッ
ク
350
の
会
計

的
選
択
肢
を
選
択
し
た
非
営
利
企
業

は
ト
ピ
ッ
ク
805
の
会
計
的
選
択
肢
を

選
択
す
る
必
要
は
な
い
。

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
発
行
後
す
ぐ
に
適

用
さ
れ
る
。

経理用語の豆知識

金
　
　
融

世
界
的
な
景
気
後
退
を
反
映
す
る
金

利
低
下
傾
向

世
界
的
な
長
期
金
利
低
下
傾
向
が

続
く
。
米
10
年
物
国
債
利
回
り
は
、

５
月
31
日
の
取
引
で
２
・
１
２
％
ま

で
低
下
し
取
引
を
終
え
た
。
こ
れ
は

１
年
８
カ
月
振
り
の
低
基
準
。
直
近

で
は
、
５
月
30
日
に
発
表
さ
れ
た
ト

ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
に
対

す
る
追
加
関
税
な
ど
が
材
料
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の

不
法
移
民
流
入
に
対
す
る
メ
キ
シ
コ

の
対
策
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
輸
入
品
の

す
べ
て
に
５
％
の
追
加
関
税
を
課

し
、
今
後
25
％
ま
で
引
き
上
げ
る
可

能
性
を
示
し
た
も
の
。
ア
メ
リ
カ
国

内
の
自
動
車
産
業
を
中
心
に
供
給
網

へ
の
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。

も
と
も
と
、
米
中
間
の
貿
易
摩
擦

の
激
化
で
債
券
市
場
で
買
い
圧
力
が

強
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
米

連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

に
よ
る
利
下
げ
の
思
惑
や
長
期
債
の

政策保有株式

いわゆる上場企業は、有価証券報告書において、株式の保
有状況に係る開示を行うこととされている。「保有目的が純投
資目的である投資株式」と「保有目的が純投資以外の目的で
ある投資株式（いわゆる政策保有株式）」の区分の基準や考え
方、さらに、後者については、①提出会社の保有方針および保
有の合理性を検証する方法、②個別銘柄の保有の適否に関す
る取締役会等における検証の内容について開示が求められて
いる。

また、株式の保有状況に係る開示では、個別銘柄情報につい
て非上場株式を除く特定投資株式およびみなし保有株式のう
ち貸借対照表計上額の大きい順に原則として60銘柄は開示
対象になることとされた。「特定投資株式」とは、投資株式のう
ち保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式で非上場
株式を除いたものをいう。「みなし保有株式」とは、信託契約等
に基づいて議決権行使権限を有する株式をいう。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2019年
5月27日

会計制度委員会研究報告
15号「インセンティブ報酬
の会計処理に関する研究報
告」

JICPA

インセンティブ報酬スキームにおける会計処理が会計基準等で明らかにさ
れていない現状を踏まえ、インセンティブ報酬に係る会計上の取扱い等につ
いて検討を行い、現時点における日本公認会計士協会における調査・研究の
結果および考えを取りまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190527zix.html

―

会計制度委員会研究報告
16号「偶発事象の会計処理
及び開示に関する研究報
告」

企業が責任や損失負担を求められる可能性が増加している現状を踏まえ、偶
発事象に関する会計上の取扱いの考察や偶発事象の開示または認識時点の
適時性に関する検討を行い、現時点における日本公認会計士協会における調
査・研究の結果および考えを取りまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190527zcb.html

―

2019年
5月31日

「監査基準の改訂につい
て」（公開草案）、「中間監査
基準の改訂について」（公
開草案） および「四半期レ
ビュー基準の改訂につい
て」（公開草案）

企業会計
審議会 

監査部会

監査報告書における意見の根拠の記載や監査人の守秘義務について監査基
準を改訂するとともに、今般の監査基準の改訂および昨年の監査基準の改訂
における監査報告書の記載区分の見直し等を踏まえ、中間監査基準および四
半期レビュー基準を改訂するもの。コメント期限は2019年７月１日まで。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190531.html

2019年
６月10日
号情報フ
ラッシュ

2019年
5月31日

『「攻めの経営」を促す役員
報酬－企業の持続的成長の
ためのインセンティブプラ
ン導入の手引－（2019年５
月時点版）』

経済
産業省

株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aについて、2019年度税制改正にかか
る部分を中心に改訂を行ったもの。
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531001/20190531001.
html

―

選
好
傾
向
が
重
な
っ
た
形
と
な
っ
た
。

欧
州
で
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
長
期
金

利
が
ユ
ー
ロ
導
入
後
の
最
低
水
準
、

２
・
９
０
％
台
ま
で
低
下
、
ド
イ
ツ

で
も
10
年
物
国
債
利
回
り
が
マ
イ
ナ

ス
０
・
２
１
％
と
３
年
振
り
の
低
水

準
を
付
け
る
な
ど
、
金
利
低
下
は
世

界
的
な
傾
向
だ
。
債
券
市
場
に
は
リ

ス
ク
回
避
の
資
金
が
流
れ
る
が
、
背

景
と
し
て
最
大
の
材
料
で
あ
る
米
中

摩
擦
で
双
方
の
妥
協
点
が
み
え
な
い

不
安
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

不
安
に
と
ど
ま
ら
ず
実
体
経
済
へ
の

悪
影
響
も
出
始
め
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
中
国
か
ら

の
輸
入
品
に
対
す
る
制
裁
関
税
が
米

消
費
者
物
価
へ
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
「
と
て
も
小
さ
い
」
と
述
べ
た
が
、

関
税
の
影
響
が
物
価
全
体
に
及
ぶ
ま

で
は
時
間
差
が
あ
る
。
制
裁
関
税
の

対
象
品
目
が
拡
大
す
る
な
か
、
今
後

も
影
響
が
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
５
月

の
米
消
費
者
態
度
指
数
が
急
速
に
悪

化
す
る
な
ど
、
そ
の
影
響
は
統
計
に

出
始
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
期
金
利
の
世
界

的
な
低
下
傾
向
は
、
世
界
的
な
景
気

後
退
を
反
映
し
た
も
の
で
、
当
面
は

持
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
米
Ｆ
Ｒ

Ｂ
に
よ
る
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
の

修
正
局
面
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
好

調
と
み
ら
れ
て
き
た
米
国
経
済
も
例

外
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

証
　
　
券

ト
ラ
ン
プ
政
策
の
方
向
転
換
は
あ
る

か
？

令
和
と
い
う
新
時
代
が
始
ま
っ
て

１
カ
月
は
日
本
社
会
に
昂
揚
感
が

あ
っ
た
が
、
株
式
市
場
は
散
々
な
５

月
と
な
っ
た
。
日
経
平
均
は
10
日
間

の
休
場
明
け
の
７
日
、
い
き
な
り

２
万
２
、０
０
０
円
の
大
台
を
割
り
、

そ
の
後
も
下
げ
基
調
で
推
移
し
、
月

末
に
は
２
万
１
、０
０
０
円
台
割
れ

が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。

こ
の
下
げ
の
要
因
と
し
て
、
国
内

的
に
は
前
期
決
算
実
績
、
今
期
決
算

見
通
し
が
冴
え
な
か
っ
た
こ
と
、
ま

た
各
種
景
気
指
標
が
芳
し
く
な
く
、

先
行
き
へ
の
不
安
感
が
強
ま
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
下

げ
の
主
因
は
海
外
発
だ
っ
た
。
世
界

経
済
の
最
大
の
懸
案
で
あ
る
米
中
通

商
・
貿
易
交
渉
が
５
月
上
旬
に
決
裂

状
態
に
陥
っ
た
。
株
式
市
場
で
は
、

こ
の
交
渉
は
近
く
妥
協
成
立
と
い
う

期
待
感
が
あ
っ
た
た
め
、
決
裂
し
た

こ
と
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
５
月
中
旬
以
降
、
世

界
は
同
時
株
安
に
陥
り
、
そ
れ
が
長

引
く
気
配
を
み
せ
て
い
る
。
世
界
の

主
要
な
株
式
市
場
で
、
株
価
が
大
勢

に
反
し
て
反
発
傾
向
に
あ
る
の
は
イ

ン
ド
だ
け
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
で
は
日
本
株
価
が
元
気
で
な

い
の
も
当
然
だ
。
し
か
し
、
問
題
は

こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
米
中
貿
易
摩
擦

の
影
響
は
、
各
国
で
景
気
の
悪
化
が

数
字
で
示
さ
れ
て
き
て
お
り
、
各
国

の
株
価
へ
の
さ
ら
な
る
マ
イ
ナ
ス
が

懸
念
さ
れ
る
。
景
気
の
方
向
が
短
期

間
で
変
わ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
、
世
界
の
株
式
市
場
の
雰
囲
気
が

好
転
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の

政
策
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
姿
勢
が

変
わ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
ア
メ
リ
カ
経

済
が
中
国
経
済
よ
り
も
米
中
貿
易
摩

擦
に
強
く
、
金
融
政
策
の
発
動
余
地

が
大
き
い
こ
と
に
自
信
を
持
っ
て
い

る
よ
う
だ
。

で
は
、
米
景
気
が
後
退
し
、
株
価

が
下
落
を
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？　

来
年

の
大
統
領
選
で
の
再
選
を
最
優
先
さ

せ
て
い
る
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
だ
け

に
、
強
固
と
さ
れ
る
支
持
層
が
大
統

領
の
実
績
に
不
満
を
持
ち
、
支
持
か

ら
離
れ
る
事
態
に
な
れ
ば
、
そ
の
姿

勢
を
変
え
て
く
る
こ
と
も
あ
り
得
る

と
考
え
ら
れ
そ
う
だ
。


